
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

○

岡

山

県

情

報

シ

ス

テ

ム

運

営

規

程

の

一

部

改

正

情

報

政

策

課

（

県

例

規

集

登

載

）

目

次

【

告

示

】

担

当

課

（

室

）

○

許

認

可

事

務

等

標

準

処

理

期

間

要

綱

の

一

部

改

生

活

衛

生

課

正

【

規

則

】

○

岡

山

県

行

政

組

織

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

行

政

改

革

推

進

室

（

県

例

規

集

登

載

）

則

○

岡

山

県

事

務

処

理

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

〃

則

○

岡

山

県

環

境

影

響

評

価

等

に

関

す

る

条

例

施

行

環

境

企

画

課

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

○

岡

山

県

魚

介

類

行

商

条

例

施

行

規

則

を

廃

止

す

生

活

衛

生

課

る

規

則

○

岡

山

県

食

の

安

全

・

安

心

の

確

保

及

び

食

育

の

〃

推

進

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

を

廃

止

す

る

規

則

○

岡

山

県

ふ

ぐ

処

理

等

規

制

条

例

施

行

規

則

の

一

〃

部

を

改

正

す

る

規

則

○

岡

山

県

農

林

水

産

総

合

セ

ン

タ

ー

条

例

施

行

規

農

政

企

画

課

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

○

岡

山

県

港

湾

施

設

管

理

及

び

利

用

条

例

施

行

規

港

湾

課

則

○

岡

山

県

屋

外

広

告

物

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

都

市

計

画

課

規

則

（

以

上

県

例

規

集

登

載

）

【

訓

令

】

岡

山

県

公

報

令和３年３月２３日 号 外



◎
岡
山
県
規
則
第
十
二
号

岡
山
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
岡
山
県
規
則
第
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

目
次
中
「
第
二
十
五
条
の
八
」
を
「
第
二
十
五
条
の
七
」
に
改
め
る
。

第
六
条
の
三
第
一
項
中
「
人
事
課
」
を

に
改
め
、
同
条
中
第
二
項
を
削
り
、

「
人
事
課

デ
ジ
タ
ル
推
進
課
」

第
三
項
を
第
二
項
と
す
る
。

第
七
条
中

を
「
国
際
課
」
に
改
め
る
。

「
国
際
課

情
報
政
策
課
」

第
十
五
条
の
表
中

「

人
事
課

人
事
班

給
与
班

評
価
班

職
員
厚
生
班

」

を「

人
事
課

人
事
班

給
与
班

評
価
班

職
員
厚
生
班

デ
ジ
タ
ル
推
進
課

デ
ジ
タ
ル
推
進
班

地
域
情
報
化
班

シ
ス
テ
ム
管
理
班

」

に
、

「

国
際
課

国
際
交
流
貢
献
班

海
外
渡
航
班

情
報
政
策
課

情
報
化
推
進
班

シ
ス
テ
ム
管
理
班

電
子
自
治
体
推
進
班

」

を「

国
際
課

国
際
交
流
貢
献
班

海
外
渡
航
班
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」

に
改
め
る
。

第
十
七
条
第
二
項
を
削
る
。

第
十
八
条
第
二
項
第
九
号
中
「
こ
と
」
を
「
こ
と
（
デ
ジ
タ
ル
推
進
課
の
分
掌
に
属
す
る
も
の
を
除

く

」
に
改
め
る
。

。
）

第
十
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
デ
ジ
タ
ル
推
進
課
の
事
務
）

デ
ジ
タ
ル
推
進
課
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
十
九
条

一

行
政
の
デ
ジ
タ
ル
化
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二

高
度
情
報
化
及
び
Ｉ
Ｔ
戦
略
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

三

電
子
自
治
体
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

四

行
政
手
続
に
係
る
電
子
申
請
の
利
活
用
の
促
進
に
関
す
る
こ
と
。

五

事
務
改
善
の
う
ち
Ｉ
Ｔ
を
活
用
し
た
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

六

岡
山
情
報
ハ
イ
ウ
ェ
イ
に
関
す
る
こ
と
。

七

情
報
シ
ス
テ
ム
及
び
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
企
画
立
案
、
連
絡
調
整
、
啓
発
及
び
指
導

に
関
す
る
こ
と
。

八

全
庁
で
利
用
す
る
情
報
シ
ス
テ
ム
の
整
備
、
管
理
及
び
運
営
に
関
す
る
こ
と
（
他
課
の
分
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く

。
。
）

九

社
会
保
障
・
税
番
号
制
度
に
関
す
る
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

十

情
報
通
信
サ
ー
ビ
ス
の
役
務
の
提
供
の
契
約
に
係
る
入
札
参
加
資
格
の
審
査
に
関
す
る
こ
と
。

第
二
十
五
条
の
五
を
削
り
、
第
二
十
五
条
の
六
を
第
二
十
五
条
の
五
と
し
、
第
二
十
五
条
の
七
を
第

二
十
五
条
の
六
と
し
、
第
二
十
五
条
の
八
を
第
二
十
五
条
の
七
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
規
則
第
十
三
号

岡
山
県
事
務
処
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
三
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
事
務
処
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
事
務
処
理
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
岡
山
県
規
則
第
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条別

表
第
三
行
政
改
革
推
進
室
の
部
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

デ
１

岡
山

県
役

務
の

提
供

の
契

約
１

入
札

参
加

資
格

の
審

査
及

び
再

審
査

第
６

条
第

条
○

（

1
3

）

，

ジ
に

係
る

入
札

参
加

資
格

審
査

要

タ
領

平
成

年
岡

山
県

告
示

第
２

入
札

参
加

の
停

止
及

び
当

該
停

止
の

期
間

の
短

縮
並

び
に

入
札

参
加

資
格

○

（

1
9

3
3
2

）

（

10
1
1

）

ル
号

の
施

行
に

関
す

る
事

の
取

消
し

第
条

第
条

，

推
務

他
課

に
属

す
る

も
の

を
除

（
）

進
く

。

課

「

「

情
報

政
策

別
表
第
三
財
産
活
用
課
の
部
９
の
項
中
「

1
9

3
3
2

」
を
削
り
、
同
項
１
の
合
議
先
欄
中

を

に
改
め
、
同
項
２
の
合
議
先
欄
中

（

）

平
成

年
岡

山
県

告
示

第
号

課
長

」

用
度

課
長

」

「

「

情
報

政
策

を

に
改
め
る
。

課
長

」

用
度

課
長
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」

別
表
第
三
情
報
政
策
課
の
部
を
削
る
。

「

「

「

財
産

活
用

財
産

活
用

「

別
表
第
三
用
度
課
の
部
６
の
項
１
の
合
議
先
欄
中

を

に
改
め
、
同
項
２
の
合
議
先
欄
中

を

に
改
め
る
。

課
長

課
長

情
報

政
策

情
報

政
策

」

」

課
長

課
長

」

」

岡
山
県
事
務
処
理
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条

第
条

第
条

食
品

衛
生

法
施

行
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
令

和
２

年
岡

山
県

条
例

第
号

に
よ

る
改

正
前

の
食

品
衛

別
表
第
三
生
活
衛
生
課
の
部
９
の
項
７
中
「

5
2

」
を
「

5
5

」
に
改
め
、
同
項

中
「

（

2
1

）

11

（

1
2

3
7

」
を
「

7
1

」
に
改
め
、
同

を
同
項

と
し
、
同
項

中
「

5
9

」
を
「

6
4

」
に
改
め
、
同

生
法

施
行

条
例

平
成

年
岡

山
県

条
例

第
号

別
表

第
１

の
第

３
の

１
別

表
第

２
の

第
３

第
条

の
２

第
条

第
条

）

，

11

13

10

10

を
同
項

と
し
、
同
項
９
中
「

5
5

5
6

」
を
「

6
0

6
1

」
に
改
め
、
同
９
を
同
項

と
し
、
同
項
８
中
「

5
4

」
を
「

5
9

」
に
改
め
、
同
８
を
同
項

と
し
、
同
項
７
の
次
に
次
の
よ

第
条

第
条

第
条

第
条

第
条

第
条

12

，
，

11

10

う
に
加
え
る
。

８
営

業
の

届
出

の
受

理
第

条
保

健
所

長
（

5
7

）

○

９
自

主
回

収
の

着
手

及
び

状
況

の
届

出
の

受
理

第
条

保
健

所
長

（

5
8

）

○

別
表
第
三
生
活
衛
生
課
の
部
中

の
項
を
削
り
、

の
項
を

の
項
と
し
、

の
項
か
ら

の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

14

15

14

16

22

別
表
第
三
生
活
衛
生
課
の
部

の
項
中
１
か
ら
３
ま
で
を
削
り
、
同
項
４
を
同
項
１
と
し
、
同
項
を
同
部

の
項
と
す
る
。

23

22

別
表
第
三
生
活
衛
生
課
の
部
中

の
項
３
を
同
項
４
と
し
、
同
項
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

24

３
自

主
回

収
の

着
手

及
び

状
況

の
届

出
の

受
理

第
条

の
２

保
健

所
長

（

1
0

）

○

別
表
第
三
生
活
衛
生
課
の
部

の
項
を
同
部

の
項
と
す
る
。

24

23
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附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
同
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
規
則
第
十
四
号

岡
山
県
環
境
影
響
評
価
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
環
境
影
響
評
価
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
環
境
影
響
評
価
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
岡
山
県
規
則
第
二
十
五
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
第
六
号
中
「
時
間
」
の
下
に
「
並
び
に
公
表
の
方
法
及
び
期
間
」
を
加
え
る
。

第
七
条
中
「
二
以
上
」
を
「
一
以
上
」
に
改
め

「
と
し
、
縦
覧
場
所
に
は
縦
覧
簿
を
備
え
付
け
る

、

も
の
」
を
削
り
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

条
例
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
実
施
計
画
書
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
公
表
す
る
場
合
は
、

事
業
者
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
事
業
者
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
へ

の
掲
載
が
困
難
で
あ
る
場
合
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
方
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

第
八
条
第
五
号
中
「
時
間
」
の
下
に
「
並
び
に
公
表
の
方
法
及
び
期
間
」
を
加
え
る
。

第
十
条
第
二
号
中
「
及
び
時
間
」
を
「
、
時
間
及
び
縦
覧
し
た
者
の
数
並
び
に
公
表
し
た
方
法
、
期

間
及
び
閲
覧
し
た
者
の
数
」
に
改
め

「
並
び
に
縦
覧
簿
の
写
し
」
を
削
る
。

、

第
十
一
条
第
一
項
第
六
号
中
「
時
間
」
の
下
に
「
並
び
に
公
表
の
方
法
及
び
期
間
」
を
加
え
る
。

第
十
四
条
中
「
縦
覧
」
の
下
に
「
及
び
公
表
」
を
加
え
る
。

第
十
五
条
第
五
号
中
「
時
間
」
の
下
に
「
並
び
に
公
表
の
方
法
及
び
期
間
」
を
加
え
る
。

第
二
十
条
第
二
号
中
「
及
び
時
間
」
を
「
、
時
間
及
び
縦
覧
し
た
者
の
数
並
び
に
公
表
し
た
方
法
、

期
間
及
び
閲
覧
し
た
者
の
数
」
に
改
め

「
並
び
に
縦
覧
簿
の
写
し
」
を
削
る
。

、

第
二
十
三
条
第
一
号
中
「

」
の
下
に
「
で
あ
っ
て
、
修
正
後
の
対
象
事
業
に
つ
い
て
条
例
第
六

。
）

条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
に
お
け
る
同
項
の
地
域
を
管
轄
す
る
市
町
村
長
に
当
該
修
正
前
の

対
象
事
業
に
係
る
当
該
地
域
を
管
轄
す
る
市
町
村
長
以
外
の
市
町
村
長
が
含
ま
れ
て
い
な
い
も
の
」
を

加
え
、
同
条
第
二
号
を
削
り
、
同
条
第
三
号
中
「
前
二
号
」
を
「
前
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
二

号
と
す
る
。

第
二
十
五
条
中
「
並
び
に
縦
覧
の
時
間
及
び
場
所
は
」
を
「
、
縦
覧
の
時
間
及
び
場
所
並
び
に
公
表

」

、「

」

「

、

の
方
法
は

に

公
告
の
方
法
並
び
に
縦
覧
の
時
間
及
び
場
所
に

を

規
定
に
よ
る
公
告
の
方
法

縦
覧
の
時
間
及
び
場
所
並
び
に
公
表
の
方
法
に
」
に
改
め
る
。
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第
二
十
六
条
第
五
号
中
「
時
間
」
の
下
に
「
並
び
に
公
表
の
方
法
及
び
期
間
」
を
加
え
る
。

第
二
十
九
条
第
一
号
中
「

」
の
下
に
「
で
あ
っ
て
、
変
更
後
の
対
象
事
業
に
つ
い
て
条
例
第
六

。
）

条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
に
お
け
る
同
項
の
地
域
を
管
轄
す
る
市
町
村
長
に
当
該
変
更
前
の

対
象
事
業
に
係
る
当
該
地
域
を
管
轄
す
る
市
町
村
長
以
外
の
市
町
村
長
が
含
ま
れ
て
い
な
い
も
の
」
を

加
え
、
同
条
第
二
号
を
削
り
、
同
条
第
三
号
中
「
前
二
号
」
を
「
前
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
二

号
と
す
る
。

第
三
十
六
条
第
三
項
中
「
条
例
第
二
十
三
条
第
二
項
中
」
を
「
同
条
第
二
項
中
」
に

「
条
例
第
二

、

十
三
条
第
三
項
」
を
「
同
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

別
表
五
の
項
リ
中
「
第
三
十
八
条
第
三
項
」
を
「
第
三
十
八
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

改
正
後
の
第
五
条
第
一
項
第
六
号
、
第
七
条
、
第
八
条
第
五
号
、
第
十
条
第
二
号
、
第
十
一
条
第

一
項
第
六
号
、
第
十
四
条
、
第
十
五
条
第
五
号
、
第
二
十
条
第
二
号
、
第
二
十
五
条
又
は
第
二
十
六

条
第
五
号
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
後
に
送
付
さ
れ
た
岡
山
県
環
境
影
響
評
価
等
に
関

す
る
条
例
（
平
成
十
一
年
岡
山
県
条
例
第
七
号
）
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
実
施
計
画
書
、
同
条

例
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
準
備
書
及
び
要
約
書
又
は
同
条
例
第
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る

評
価
書
に
つ
い
て
適
用
す
る
。
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◎
岡
山
県
規
則
第
十
五
号

岡
山
県
魚
介
類
行
商
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
魚
介
類
行
商
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

（

）

、

。

岡
山
県
魚
介
類
行
商
条
例
施
行
規
則

昭
和
二
十
九
年
岡
山
県
規
則
第
二
十
八
号

は

廃
止
す
る

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
規
則
第
十
六
号

岡
山
県
食
の
安
全
・
安
心
の
確
保
及
び
食
育
の
推
進
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
食
の
安
全
・
安
心
の
確
保
及
び
食
育
の
推
進
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規

則

岡
山
県
食
の
安
全
・
安
心
の
確
保
及
び
食
育
の
推
進
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
岡
山

県
規
則
第
百
五
十
五
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
規
則
第
十
七
号

岡
山
県
ふ
ぐ
処
理
等
規
制
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
ふ
ぐ
処
理
等
規
制
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
ふ
ぐ
処
理
等
規
制
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
七
年
岡
山
県
規
則
第
六
十
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
中
「
埼
玉
県
、
千
葉
県
、
東
京
都
、
神
奈
川
県
、
富
山
県
、
石
川
県
、
静
岡
県
、
愛
知
県
、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

滋
賀
県

京
都
府

奈
良
県

鳥
取
県

山
口
県

徳
島
県

香
川
県

愛
媛
県

高
知
県

福
岡
県

熊
本
県
、
宮
崎
県
又
は
鹿
児
島
県
の
知
事
」
を
「
都
道
府
県
知
事
又
は
地
域
保
健
法
（
昭
和
二
十
二
年

法
律
第
百
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
市
若
し
く
は
特
別
区
の
長
（
以
下
こ
の
条
及
び
第

九
条
第
二
号
に
お
い
て
「
都
道
府
県
知
事
等
」
と
い
う

」
に

「
関
す
る
試
験
」
を
「
関
す
る
試
験

。
）

、

（
知
事
が
認
め
る
も
の
に
限
る

」
に

「
当
該
知
事
」
を
「
当
該
都
道
府
県
知
事
等
」
に
改
め
る
。

。
）

、

第
五
条
第
一
項
第
一
号
中
「
の
写
し
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
第
二
号
中
「
都
府
県
名
」
を
「
都
道

府
県
、
市
又
は
特
別
区
の
名
称
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
二
号
中
「
都
道
府
県
」
の
下
に
「
、
市
又
は
特
別
区
」
を
加
え
る
。

第
九
条
第
二
号
中
「
第
四
条
の
知
事
以
外
の
道
府
県
の
知
事
又
は
地
域
保
健
法
（
昭
和
二
十
二
年
法

律
第
百
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
市
の
長
」
及
び
「
知
事
又
は
市
長
」
を
「
都
道
府
県

知
事
等
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
第
二
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

食
品
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
二
十
九
号
）
第
三
十
五
条
第
一
号
の
飲
食

店
営
業
、
同
条
第
四
号
の
魚
介
類
販
売
業
、
同
条
第
十
六
号
の
水
産
製
品
製
造
業
、
同
条
第
二
十

六
号
の
複
合
型
そ
う
ざ
い
製
造
業
又
は
同
条
第
二
十
八
号
の
複
合
型
冷
凍
食
品
製
造
業
の
営
業
許

可
を
受
け
た
、
又
は
受
け
よ
う
と
し
て
い
る
旨

第
十
五
条
を
削
り
、
第
十
六
条
を
第
十
五
条
と
し
、
第
十
七
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰

り
上
げ
る
。

別
表
の
備
考
第
五
号
中
「
漁
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
九
十
号
）
第

一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
九
条
第
四
項

に
規
定
す
る
」
を
「
次
に
掲
げ
る
直
線
及
び
陸
岸
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
」
に
改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。
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イ

長
崎
県
瀬
詰
崎
か
ら
熊
本
県
天
神
山
に
至
る
直
線

ロ

熊
本
県
染
岳
か
ら
高
松
山
三
角
点
に
至
る
直
線

ハ

熊
本
県
天
草
上
恵
比
須
鼻
か
ら
大
矢
野
岳
に
至
る
直
線

ニ

熊
本
県
三
角
灯
台
か
ら
中
神
島
を
経
て
三
角
岳
に
至
る
直
線

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
規
則
第
十
八
号

岡
山
県
農
林
水
産
総
合
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
農
林
水
産
総
合
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
農
林
水
産
総
合
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
二
年
岡
山
県
規
則
第
十
六
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
・
第
二
十
七
条
」
を
「

第
二
十
七
条
の
二
」
に
改
め
る
。

―

第
二
条
第
一
項
中
「
利
用
許
可
申
請
書
（
様
式
第
一
号
）
を
」
を
削
り

「
提
出
」
を
「
申
請
」
に

、

改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
利
用
変
更
許
可
申
請
書
（
様
式
第
二
号
）
を
」
を
削
り

「
提
出
」
を
「
申

、

請
」
に
改
め
る
。

「

（

）

（

）

」

第
六
条
中

使
用
料
減
免
申
請
書

様
式
第
三
号

又
は
手
数
料
減
免
申
請
書

様
式
第
四
号

を

を
削
り

「
提
出
」
を
「
申
請
」
に
改
め
る
。

、

第
八
条
中
「
、
種
き
ん
」
及
び
「
、
種
き
ん
で
な
い
鶏
、
種
卵
」
を
削
る
。

第
九
条
中
「
種
畜
等
譲
渡
申
請
書
（
様
式
第
五
号
）
を
」
を
削
り

「
提
出
」
を
「
申
請
」
に
改
め

、

る
。第

十
一
条
中
「
及
び
請
書
（
様
式
第
六
号
）
を
セ
ン
タ
ー
長
に
提
出
し
て
」
を
削
る
。

「

」

、

「
、

」

第
十
四
条
第
一
項
中

又
は
種
き
ん

を
削
り

同
条
第
二
項
中

種
き
ん
で
な
い
鶏
及
び
種
卵

及
び
「
成
績
報
告
書
（
様
式
第
七
号
か
ら
様
式
第
十
一
号
ま
で
）
に
よ
り
」
を
削
る
。

第
十
五
条
中
「
種
畜
預
託
申
請
書
（
様
式
第
十
二
号
）
を
」
を
削
り

「
提
出
」
を
「
申
請
」
に
改

、

め
る
。

第
十
六
条
中
「
申
請
書
」
を
「
規
定
に
よ
る
申
請
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
中
「
種
畜
精
液
譲
渡
申
請
書
（
様
式
第
十
三
号
）
に
」
を
削
り

「
提
出
」
を
「
申
請
」

、

に
改
め
る
。

第
二
十
条
中
「
飼
料
分
析
依
頼
書
（
様
式
第
十
四
号
）
に
」
を
削
り

「
提
出
」
を
「
申
請
」
に
改

、

め
る
。

第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
雌
雄
判
別
の
実
施
を
希
望
す
る
日
の
三
週
間
前
ま
で
に
、
受
精
卵
雌
雄
判

別
申
込
書
（
様
式
第
十
五
号
）
を
」
を
削
り

「
提
出
」
を
「
申
請
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
申

、

込
書
」
を
「
規
定
に
よ
る
申
請
」
に

「
依
頼
者
」
を
「
申
請
者
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
削
り
、

、
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同
条
第
四
項
中
「
依
頼
者
は
、
第
二
項
」
を
「
申
請
者
は
、
前
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と

し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

申
請
者
は
、
雌
雄
判
別
の
結
果
に
よ
り
生
じ
た
余
剰
卵
の
凍
結
を
希
望
す
る
場
合
は
、
セ
ン
タ
ー

長
に
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「

」

「

」

、「

」

「

」

第
二
十
一
条
第
五
項
中

雌
雄
判
別

の
下
に

及
び
凍
結

を
加
え

依
頼
者

を

申
請
者

に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
中

委
託
試
験

研
究

依
頼
書

様
式
第
十
七
号

を

を
削
り

提
出

を

申

「

（

）

（

）

」

、「

」

「

請
」
に
改
め
る
。

「

」

「

」

、「

」

「

」

。

第
二
十
三
条
中

依
頼
書

を

規
定
に
よ
る
申
請

に

依
頼
者

を

申
請
者

に
改
め
る

第
二
十
六
条
中
「
木
材
加
工
機
械
器
具
」
を
「
施
設
又
は
設
備
」
に
改
め

「
利
用
許
可
申
請
書
又

、

は
利
用
変
更
許
可
申
請
書
に

」
を
削
り

「
を
貼
っ
て
」
を
「
に
よ
り
」
に
改
め
る
。

、

、

第
二
十
七
条
中
「
木
材
等
試
験
依
頼
書
（
様
式
第
十
八
号
）
に
」
を
削
り

「
提
出
」
を
「
申
請
」

、

に
改
め
る
。

第
三
章
中
第
二
十
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
研
修
室
等
）

研
修
室
（
大

、
研
修
室
（
小

、
森
の
館
研
修
室
及
び
木
材
加
工
研
修
室
（
次

第
二
十
七
条
の
二

）

）

項
に
お
い
て
「
研
修
室
等
」
と
い
う

）
の
利
用
時
間
は
、
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五

。

分
ま
で
と
す
る
。

２

研
修
室
等
の
休
館
日
は
、
岡
山
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
岡
山
県
条
例
第
二
号
）
第

一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
県
の
休
日
と
す
る
。

第
二
十
八
条
中
「
魚
病
検
査
依
頼
書
（
様
式
第
十
九
号
）
に
」
を
削
り

「
提
出
」
を
「
申
請
」
に

、

改
め
る
。

第
四
十
六
条
第
二
項
中
「

平
成
元
年
岡
山
県
条
例
第
二
号

」
を
削
る
。

（

）

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
十
九
号
ま
で
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
規
則
第
十
九
号

岡
山
県
港
湾
施
設
管
理
及
び
利
用
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
港
湾
施
設
管
理
及
び
利
用
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
港
湾
施
設
管
理
及
び
利
用
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
岡
山
県
規
則
第
二
十
七
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
様
式
第
一
号
の
許
可
申
請
書
に
」
を
削
り
、
「
指
定
管
理
者
（
条
例
第
三
条
」

を
「
指
定
管
理
者
（
同
条
」
に
、
「
提
出
し
な
け
れ
ば
」
を
「
申
請
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

第
三
条
中
「
様
式
第
二
号
の
許
可
申
請
書
に
」
を
削
り
、
「
提
出
し
な
け
れ
ば
」
を
「
申
請
し
な
け

れ
ば
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
様
式
第
三
号
の
許
可
申
請
書
を
」
を
削
り
、
「
定
め
る
許
可
申
請
書
を
」
を

「
定
め
る
許
可
申
請
書
に
よ
り
」
に
、
「
提
出
し
な
け
れ
ば
」
を
「
申
請
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

第
五
条
中
「
様
式
第
四
号
の
届
書
を
」
を
削
り
、
「
定
め
る
届
書
を
」
を
「
定
め
る
届
書
に
よ
り
」

に
、
「
提
出
し
な
け
れ
ば
」
を
「
届
け
出
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
様
式
第
五
号
、
様
式
第
七
号
、
様
式
第
八
号
、
様
式
第
九
号
、
様
式
第
十
号
、

様
式
第
十
一
号
、
様
式
第
十
二
号
又
は
様
式
第
十
三
号
の
許
可
申
請
書
を
」
を
削
り
、
「
定
め
る
許
可

申
請
書
を
」
を
「
定
め
る
許
可
申
請
書
に
よ
り
」
に
、
「
提
出
し
な
け
れ
ば
」
を
「
申
請
し
な
け
れ

ば
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
前
二
項
に
規
定
す
る
様
式
に
準
じ
た
許
可
申

請
書
を
」
を
削
り
、
「
定
め
る
許
可
申
請
書
を
」
を
「
定
め
る
許
可
申
請
書
に
よ
り
」
に
、
「
提
出
し

な
け
れ
ば
」
を
「
申
請
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
前
三

項
」
を
「
前
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
五
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条

第
六
項
中
「
第
四
項
」
を
「
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
す
る
。

第
八
条
中
「
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
」
を
「
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
」
に
改
め
、
「
係
留
施
設

（
」
の
下
に
「
ビ
ジ
タ
ー
バ
ー
ス
及
び
」
を
加
え
、
同
条
た
だ
し
書
中
「
予
定
し
が
た
い
」
を
「
予
定

し
難
い
」
に
改
め
る
。

第
十
条
中
「
様
式
第
十
四
号
の
許
可
申
請
書
を
」
を
削
り
、
「
定
め
る
許
可
申
請
書
を
」
を
「
定
め

る
許
可
申
請
書
に
よ
り
」
に
、
「
提
出
し
な
け
れ
ば
」
を
「
申
請
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

本
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
そ
の
他
）
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こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
。

第
十
一
条

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
十
四
号
ま
で
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
規
則
第
二
十
号

岡
山
県
屋
外
広
告
物
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
屋
外
広
告
物
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
屋
外
広
告
物
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
岡
山
県
規
則
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

第
一
条

う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
屋
外
広
告
物
表
示
（
掲
出
物
件
設
置
）
許
可
申
請
書
（
様
式
第
一
号
）
を
正

副
二
通
知
事
に
提
出
」
を
「
知
事
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
申
請
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

「
申
請
書
」
を
「
申
請
」
に
改
め
る
。

第
四
条
中

屋
外
広
告
物
表
示

掲
出
物
件
設
置

完
了
届

様
式
第
二
号

を

を
削
り

提

「

（

）

（

）

」

、「

出
し
な
け
れ
ば
」
を
「
届
け
出
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

「

（

）

（

）

第
十
一
条
第
一
項
中

屋
外
広
告
物
表
示

掲
出
物
件
設
置

更
新
許
可
申
請
書

様
式
第
三
号

を
正
副
二
通
知
事
に
提
出
」
を
「
知
事
に
申
請
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
に
よ
り

」
を
「
に

、

よ
る
」
に

「
に
つ
い
て
」
を
「
の
報
告
は
」
に

「
申
請
書
に
屋
外
広
告
物
（
掲
出
物
件
）
自
己

、

、

点
検
結
果
報
告
書
（
様
式
第
四
号
）
を
添
え
て
知
事
に
提
出
」
を
「
規
定
に
よ
る
申
請
と
併
せ
て
」

に
改
め
る
。

「

（

）

（

）

（

）

第
十
二
条
第
一
項
中

屋
外
広
告
物

掲
出
物
件

変
更

改
造

許
可
申
請
書

様
式
第
五
号

を
正
副
二
通
知
事
に
提
出
」
を
「
知
事
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
申
請
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
中
「
様
式
第
六
号
」
を
「
様
式
第
一
号
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
中
「
屋
外
広
告
物
（
掲
出
物
件
）
除
却
完
了
届
（
様
式
第
七
号

」
を
「
知
事
が
別
に

）

定
め
る
と
こ
ろ
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
中
「
様
式
第
八
号
」
を
「
様
式
第
二
号
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
の
三
中
「
様
式
第
八
号
の
二
」
を
「
様
式
第
三
号
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
の
四
中
「
様
式
第
八
号
の
三
」
を
「
様
式
第
四
号
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
中
「
様
式
第
九
号
」
を
「
様
式
第
五
号
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
中
「
屋
外
広
告
物
管
理
者
設
置
届
（
様
式
第
十
号
）
又
は
屋
外
広
告
物
設
置
者
（
管
理

者
）
変
更
届
（
様
式
第
十
一
号

」
を
「
知
事
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
」
に
改
め
る
。

）

第
二
十
二
条
第
一
項
中
「
屋
外
広
告
業
登
録
申
請
書
（
様
式
第
十
二
号

」
を
「
知
事
が
別
に
定

）

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
屋
外
広
告
業
登
録
済
証
（
様
式
第
十
三
号
）
を
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交
付
す
る
こ
と
に
よ
り

」
を
削
る
。

、

第
二
十
二
条
の
二
第
三
項
及
び
第
四
項
を
削
る
。

第
二
十
二
条
の
三
第
一
項
中
「
屋
外
広
告
業
登
録
事
項
変
更
届
出
書
（
様
式
第
十
六
号
）
に
添
付

」

「

」

。

し
な
け
れ
ば

を

添
付
し
て
知
事
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
届
け
出
な
け
れ
ば

に
改
め
る

第
二
十
二
条
の
四
中
「
屋
外
広
告
業
廃
業
等
届
出
書
（
様
式
第
十
七
号

」
を
「
知
事
が
別
に
定

）

め
る
と
こ
ろ
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
の
五
第
一
項
中
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

営
業
所
名

第
二
十
二
条
の
五
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
一
項
を
第
二
項
と
し
、
同
項
の
前
に
次
の
一
項
を
加

え
る
。条

例
第
二
十
一
条
の
十
二
の
標
識
は
縦
二
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
、
横
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
以
上
と
す
る
。

第
二
十
二
条
の
八
第
一
項
中
「
特
例
屋
外
広
告
業
届
出
書
（
様
式
第
二
十
号
）
を
知
事
に
提
出
し

な
け
れ
ば
」
を
「
知
事
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
届
け
出
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項

中
「
様
式
第
二
十
一
号
に
よ
る
も
の
」
を
「
次
の
と
お
り
」
に
改
め
、
同
条
に
後
段
と
し
て
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
登
録
番
号
」
と
あ
る
の
は

「
届
出
番
号
」
と
読
み
替
え
る

、

も
の
と
す
る
。

第
二
十
二
条
の
八
第
三
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

標
識
は
縦
二
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
、
横
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
。

二

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
。

イ

代
表
者
の
氏
名
（
特
例
屋
外
広
告
業
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
る
。)

ロ

届
出
年
月
日

ハ

届
出
有
効
期
間

二

営
業
所
名

ホ

業
務
主
任
者
の
氏
名

第
二
十
二
条
の
八
第
四
項
中
「
特
例
屋
外
広
告
業
届
出
事
項
変
更
届
出
書
（
様
式
第
二
十
二
号
）

を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
」
を
「
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
特
例

屋
外
広
告
業
届
出
事
項
変
更
届
出
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば
」
を
「
添
付
し
て
知
事
が
別
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
届
け
出
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
屋
外
広
告
業
廃
業
等
届
出
書
（
様
式
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第
十
七
号
）
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
」
を
「
知
事
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
届
け
出
な
け

れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
特
例
屋
外
広
告
業
届
出
済
証
（
様
式
第
二
十
三
号
）
を
交
付
す

る
」
を
「
そ
の
旨
を
通
知
す
る
」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
第
二
項
中
「
公
告
」
を
「
公
表
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
屋
外
広
告
物
講
習
会

受
講
申
込
書
（
様
式
第
二
十
四
号
）
を
知
事
に
提
出
」
を
「
知
事
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
申

請
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
屋
外
広
告
物
講
習
会
修
了
証
書
（
様
式
第
二
十
五
号

」
を
「
当

）

該
講
習
会
を
修
了
し
た
旨
を
証
す
る
書
面
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
公
告
」
を
「
公
表
」
に
改

め
る
。

第
二
十
四
条
第
二
項
中
「
様
式
第
九
号
」
を
「
様
式
第
五
号
」
に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
の
見
出
し
を
「

申
請
手
続
き
等

」
に
改
め
、
同
条
中
「
に
よ
り
知
事
に
提
出
す

（

）

る
書
類
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
申
請
、
届
出
及
び
報
告
」
に

「
書
類
を
」
を
「
も
の
を
」
に

「
提

、

、

出
し
な
け
れ
ば
」
を
「
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
そ
の
他
）

こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
。

第
二
十
六
条

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
五
号
ま
で
を
削
り
、
様
式
第
六
号
を
様
式
第
一
号
と
し
、
様
式
第
七
号

を
削
り
、
様
式
第
八
号
を
様
式
第
二
号
と
し
、
様
式
第
八
号
の
二
を
様
式
第
三
号
と
し
、
様
式
第
八

号
の
三
を
様
式
第
四
号
と
し
、
様
式
第
九
号
を
様
式
第
五
号
と
し
、
様
式
第
十
号
か
ら
様
式
第
二
十

五
号
ま
で
を
削
る
。

岡
山
県
屋
外
広
告
物
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条第

三
条
第
一
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
広
告
物
等
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該

各
号
に
定
め
る
点
検
の
結
果
を
併
せ
て
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

条
例
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
既
設
広
告
物
等
で
地
上
か
ら
広
告
物
等
の
上
端
ま
で
の
高

さ
が
四
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の

条
例
第
十
二
条
の
三
第
三
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
点
検
の

結
果

二

条
例
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
既
設
広
告
物
等
で
地
上
か
ら
広
告
物
等
の
上
端
ま
で
の
高

さ
が
四
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の

次
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
点
検
の

結
果

ア

条
例
第
十
二
条
の
三
第
二
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
点
検
の
み
を
行
つ
た
場
合

当
該
点
検

の
結
果
（
た
だ
し
、
広
告
物
等
の
表
示
面
積
が
一
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
場
合
若
し
く
は
従
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前
の
許
可
期
間
が
一
月
以
内
の
場
合
又
は
当
該
広
告
物
等
が
は
り
紙
若
し
く
は
は
り
札
等
の

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

）
。

イ

条
例
第
十
二
条
の
三
第
三
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
点
検
を
行
つ
た
場
合

当
該
点
検
の
結

果

第
十
一
条
第
二
項
中
「
条
例
第
十
二
条
の
三
」
を
「
第
十
二
条
の
三
第
四
項
」
に
改
め

「
未
満

、

の
場
合
」
の
下
に
「

地
上
か
ら
広
告
物
等
の
上
端
ま
で
の
高
さ
が
四
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
場
合
を

（

除
く

」
を
加
え
る
。

。
）

第
十
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
点
検
等
）

条
例
第
十
二
条
の
三
第
二
項
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

第
十
一
条
の
二

る
。

一

取
付
け
部
分
の
変
形
又
は
腐
食

二

主
要
部
材
の
変
形
又
は
腐
食

三

ボ
ル
ト
、
ビ
ス
そ
の
他
の
固
定
用
金
具
の
さ
び

四

表
示
面
の
汚
染
、
変
色
又
は
剥
離

五

表
示
面
の
破
損

六

そ
の
他
広
告
物
等
の
形
状
に
よ
り
特
に
点
検
が
必
要
と
な
る
箇
所

２

条
例
第
十
二
条
の
三
第
三
項
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
し
、
広
告
物
等

の
形
状
に
よ
り
点
検
を
要
さ
な
い
事
項
に
つ
い
て
は
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

一

基
礎
部
及
び
上
部
構
造

ア

上
部
構
造
全
体
の
傾
斜
又
は
ぐ
ら
つ
き

イ

基
礎
の
ひ
び
割
れ
、
支
柱
と
根
巻
き
部
分
と
の
隙
間
又
は
支
柱
の
ぐ
ら
つ
き

ウ

鉄
骨
部
の
さ
び
の
発
生
又
は
塗
装
の
老
朽
化

二

支
持
部

ア

鉄
骨
接
合
部
の
腐
食
、
変
形
又
は
隙
間

イ

鉄
骨
接
合
部
の
緩
み
又
は
欠
落

三

取
付
部

ア

ア
ン
カ
ー
ボ
ル
ト
及
び
プ
レ
ー
ト
の
腐
食
又
は
変
形

イ

溶
接
部
又
は
充
填
料
の
劣
化
そ
の
他
の
異
常

ウ

取
付
部
周
辺
の
異
常
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四

広
告
板

ア

表
示
面
の
腐
食
、
破
損
、
変
形
又
は
ボ
ル
ト
、
ビ
ス
そ
の
他
の
固
定
用
金
具
の
欠
落

イ

表
示
面
板
及
び
側
板
を
押
さ
え
る
部
品
の
腐
食
、
破
損
、
ね
じ
れ
、
変
形
又
は
欠
損

ウ

底
部
の
腐
食
又
は
水
抜
穴
の
詰
ま
り

五

照
明
装
置

ア

不
点
灯
又
は
不
発
光

イ

取
付
部
の
破
損
、
変
形
、
さ
び
又
は
漏
水

ウ

周
辺
機
器
の
劣
化
又
は
破
損

六

そ
の
他

ア

付
属
部
材
の
腐
食
又
は
破
損

イ

避
雷
針
の
腐
食
又
は
破
損

ウ

そ
の
他
広
告
物
等
の
形
状
に
よ
り
特
に
点
検
が
必
要
と
な
る
箇
所

３

条
例
第
十
二
条
の
三
第
三
項
の
規
則
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
一
級
建
築
士

又
は
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
二
級
建
築
士

二

建
築
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
省
令
第
四
十
号
）
第
六
条
の
六
の
表

の
項

欄

(一)

(は)

に
規
定
す
る
特
定
建
築
物
調
査
員

三

建
設
業
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
二
百
七
十
三
号
）
第
三
十
四
条
第
一
項
の
表
検

定
種
目
の
欄
中
建
築
施
工
管
理
又
は
電
気
工
事
施
工
管
理
の
技
術
検
定
に
一
級
の
区
分
で
合
格

し
た
者
で
あ
つ
て
、
条
例
第
二
十
一
条
の
十
一
第
二
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
規
定
す
る
課
程

を
修
了
し
た
者

四

電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
四
十
四
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三

号
ま
で
に
掲
げ
る
主
任
技
術
者
免
状
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
つ
て
条
例
第
二
十
一
条
の

十
一
第
二
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
規
定
す
る
課
程
を
修
了
し
た
者

五

知
事
が
別
に
認
め
る
広
告
物
等
の
点
検
に
係
る
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者

４

条
例
第
十
二
条
の
三
第
三
項
た
だ
し
書
の
規
則
で
定
め
る
広
告
物
又
は
掲
出
物
件
は
、
従
前
の

設
置
の
許
可
期
間
が
一
月
以
内
の
も
の
又
は
は
り
紙
若
し
く
は
は
り
札
等
の
場
合
若
し
く
は
建
築

物
に
直
接
塗
装
し
て
表
示
さ
れ
て
い
る
も
の
と
す
る
。

５

条
例
第
十
二
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
申
請
前
三
月
以
内
に
行
つ
た
点
検
の
結

果
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
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６

条
例
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
期
間
が
一
年
を
超
え
る
場
合
は
、
当
該
期
間
中
に

実
施
し
た
条
例
第
十
二
条
の
三
第
二
項
又
は
第
三
項
に
規
定
す
る
点
検
の
結
果
を
、
当
該
期
間
が

終
了
す
る
ま
で
の
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
の
規
定
は
、
同
年
四
月

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
岡
山
県
屋
外
広
告
物
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の

間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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◎
岡
山
県
訓
令
第
三
号

庁

中

一

般

出

先

機

関

岡
山
県
情
報
シ
ス
テ
ム
運
営
規
程
（
平
成
二
十
七
年
岡
山
県
訓
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

「

」

「

」

。

第
二
条
第
五
号
中

県
民
生
活
部
情
報
政
策
課
長

を

総
務
部
デ
ジ
タ
ル
推
進
課
長

に
改
め
る

第
十
二
条
中
「
県
民
生
活
部
長
」
を
「
知
事
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
告
示
第
百
四
十
九
号

許
認
可
事
務
等
標
準
処
理
期
間
要
綱
（
昭
和
五
十
二
年
岡
山
県
告
示
第
三
百
三
十
三
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

別
表
出
先
機
関
の
部
保
健
所
の
項
１
中
「

5
2

」
を
「

5
5

」
に
改
め
、
同
項

第
条

第
１

項
第

条
第

１
項

中

か
ら

ま
で
を
削
り
、

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を
五
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

50

54

55

50

56

61

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
三
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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